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(57)【要約】
【課題】本発明は、低コストで、ガスバリア性に優れ、
有機エレクトロルミネッセンス表示装置に用いた際に、
カラー表示の発色を良好にする混色防止用無機透明基板
を有する有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタおよびその
製造方法、さらにはこの有機エレクトロルミネッセンス
表示装置用カラーフィルタを用いた有機エレクトロルミ
ネッセンス表示装置を提供することを主目的とする。
【解決手段】本発明は、透明基板と、上記透明基板上に
形成された調色層と、上記調色層上に形成された接着剤
層と、上記接着剤層上に配置されたガスバリア性を有す
る混色防止用無機透明基板とを有することを特徴とする
有機エレクトロルミネッセンス表示装置用カラーフィル
タを提供することにより、上記目的を達成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板と、前記透明基板上に形成された調色層と、前記調色層上に形成された接着剤
層と、前記接着剤層上に配置されたガスバリア性を有する混色防止用無機透明基板とを有
することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置用カラーフィルタ。
【請求項２】
　前記調色層が、着色層であることを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネ
ッセンス表示装置用カラーフィルタ。
【請求項３】
　前記混色防止用無機透明基板の厚みが、５μｍ～２００μｍの範囲内であることを特徴
とする請求項１から請求項２に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置用カラーフ
ィルタ。
【請求項４】
　前記混色防止用無機透明基板の屈折率と、前記接着剤層の屈折率と、当該有機エレクト
ロルミネッセンス表示装置用カラーフィルタを用いて有機エレクトロルミネッセンス表示
装置とした際に、前記接着剤層側とは反対側の面で前記混色防止用無機透明基板と接する
接触層の屈折率との関係が、接着剤層の屈折率≧混色防止用無機透明基板の屈折率≧接触
層の屈折率となるように、前記混色防止用無機透明基板と、前記接着剤層とが選択されて
いることを特徴とする請求項１から請求項２に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示
装置用カラーフィルタ。
【請求項５】
　前記混色防止用無機透明基板の表面に、当該有機エレクトロルミネッセンス表示装置用
カラーフィルタを用いて有機エレクトロルミネッセンス表示装置とした際に、前記有機エ
レクトロルミネッセンス表示装置の発光層から発光された光が、前記混色防止用無機透明
基板を透過した際に、前記透明基板表面の垂直方向に対する角度が小さくなるように、凹
凸が形成されていることを特徴とする請求項１から請求項２に記載の有機エレクトロルミ
ネッセンス表示装置用カラーフィルタ。
【請求項６】
　前記混色防止用無機透明基板が、前記混色防止用無機透明基板上に乾燥剤を挿入するた
めの凹部を有することを特徴とする請求項１から請求項５までのいずれかの請求項に記載
の有機エレクトロルミネッセンス表示装置用カラーフィルタ。
【請求項７】
　前記混色防止用無機透明基板上に柱状スペーサが一体で形成されていることを特徴とす
る請求項１から請求項５までのいずれかの請求項に記載の有機エレクトロルミネッセンス
表示装置用カラーフィルタ。
【請求項８】
　前記混色防止用無機透明基板上に有機ＥＬ表示装置の発光層から発光された光が前記混
色防止用無機透明基板表面で反射するのを防止する反射防止層を有することを特徴とする
請求項１から請求項７までのいずれかの請求項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表
示装置用カラーフィルタ。
【請求項９】
　透明基板上に調色層を形成する調色層形成工程と、
　前記調色層上に接着剤層を形成し、混色防止用無機透明基板を貼り合わせる混色防止用
無機透明基板接着工程と、
　前記混色防止用無機透明基板を薄膜化する混色防止用無機透明基板薄膜化工程とを有す
る有機エレクトロルミネッセンス表示装置用カラーフィルタの製造方法。
【請求項１０】
　透明基板と、前記透明基板上に形成された調色層と、前記調色層上に形成された接着剤
層と、前記接着剤層上に配置されたガスバリア性を有する混色防止用無機透明基板とを有
する有機エレクトロルミネッセンス表示装置用カラーフィルタと、前記有機エレクトロル
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ミネッセンス素子用カラーフィルタ基板の混色防止用無機透明基板上に形成された有機エ
レクトロルミネッセンス素子とを有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス
表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置用カラーフィルタ、およびその製造
方法、ならびにこの有機エレクトロルミネッセンス表示装置用カラーフィルタを用いた有
機エレクトロルミネッセンス表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネッセンス（以下、有機ＥＬと略す。）表示装置は、自己発色によ
り視認性が高いこと、液晶表示装置と異なり全固体ディスプレイであるため耐衝撃性に優
れていること、応答速度が速いこと、温度変化による影響が少ないこと、および、視野角
が大きいことなどの利点が注目されている。
【０００３】
　有機ＥＬ素子の構成は、陽極／有機ＥＬ層／陰極の積層構造を基本としている。また、
カラー表示が可能な有機ＥＬ表示装置として、このような有機ＥＬ素子を有する有機ＥＬ
素子側基板とカラーフィルタとを組み合わせたものが知られている。
【０００４】
　ここで、有機ＥＬ素子に用いられる有機ＥＬ層は、水分、酸素、その他ガス成分に対す
る耐性が弱く、これらの水分、酸素、その他ガス成分の影響によりシュリンクやダークポ
ットなどが発生する。ここで、シュリンクとは、時間が経つにつれて、あたかも発光領域
が収縮するように非発光領域の拡大が進行する現象をいう。また、ダークスポットとは、
有機ＥＬ素子の作製直後に生じる黒点のような非発光領域をいう。このダークスポットも
時間の経過とともに拡大することがある。すなわち、上記有機ＥＬ素子は、水分等が存在
することにより、経時的に劣化するのである。
【０００５】
　また、有機ＥＬ表示装置は、有機ＥＬ素子の発光層からの光の色により、カラー表示を
行うことができるものであるが、発光層からの光自体の色では、発色が良好ではない場合
がある。この場合、有機ＥＬ素子と、着色層とを組み合わせることによって、発色の良好
なカラー表示を行うことが可能となる。
【０００６】
　しかしながら、有機ＥＬ素子を用いた表示装置においては、有機ＥＬ素子とカラーフィ
ルタとを貼り合わせる際にカラーフィルタから発生する脱離ガスによって、有機ＥＬ素子
中の有機ＥＬ層に上記のような欠陥が生じてしまう問題があった。
【０００７】
　この問題を解決するために、例えば、パッシブマトリックス駆動方式の有機ＥＬ表示装
置に用いられるカラーフィルタには、カラーフィルタ上に窒化ケイ素、酸化窒化ケイ素等
のＳｉ系の透明無機膜を形成することが提案されている（特許文献１参照）。
　また、アクティブマトリックス駆動方式の有機ＥＬ表示装置では、ＴＦＴ側基板上に透
明無機膜を形成することが提案されている。
【０００８】
　しかしながら、このようなＳｉ系の透明無機膜がガスバリア性を有するには、最低でも
１０００Åは必要である。また、有機ＥＬ素子をカラーフィルタ上に形成するパッシブ型
にはバリア性が高く求められるので最低でも３０００Å以上は必要となる。
　よって、例えば酸化窒化ケイ素を用いてスパッタリング法により製膜する場合には、工
程に時間がかかり、効率が悪くコストがかかるという問題があった。またＣＶＤを用いて
もコスト高の問題は変らない。
　また、成膜型の製造方式では、微小なピンホールが発生する問題があり、完全無欠なガ
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スバリア性を有する透明無機膜を形成するのが困難であった。その他に、透明無機膜をカ
ラーフィルタ上に形成した場合、透明無機膜にクラックが生じることや、透明無機膜の応
力により透明基板がたわむこと、透明無機膜が厚い膜になると透明性が落ちるなどの問題
があった。
【０００９】
　また、上記のような透明無機膜では、完全なガスバリア性を有することが困難であるた
め、外部から着色層への酸素および水蒸気等の侵入を防止することが困難であった。その
ため、着色層中の染料と酸素とが反応して、カラーフィルタの劣化を早めるという問題も
あった。
【００１０】
　さらに、カラーフィルタを組み合わせた有機ＥＬ表示装置であっても、カラー表示には
、より良好な発色が望まれている。
【００１１】
【特許文献１】特開２００６－２２８７０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、低コストで、ガスバリア性に優れ
、有機ＥＬ表示装置に用いた際に、カラー表示の発色を良好にする混色防止用無機透明基
板を有する有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタおよびその製造方法、さらにはこの有機Ｅ
Ｌ表示装置用カラーフィルタを用いた有機ＥＬ表示装置を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、上記目的を達成するために、透明基板と、上記透明基板上に形成された調色
層と、上記調色層上に形成された接着剤層と、上記接着剤層上に配置されたガスバリア性
を有する混色防止用無機透明基板とを有することを特徴とする有機ＥＬ表示装置用カラー
フィルタを提供する。
【００１４】
　本発明によれば、上記混色防止用無機透明基板は、上記調色層上に接着剤を用いて貼り
合わせることにより配置されるため、従来のようにガスバリア性を有する無機透明膜を調
色層上に直接形成する場合に比べて工程が短時間で済み、また、製膜に用いる設備も必要
がないため、低いコストで有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを得ることができる。
　また、本発明によれば、無機透明膜を調色層上に直接形成する場合に生じるクラック、
ピンホール欠陥等の欠陥が生じないので、ガスバリア性に優れたものとすることができる
。
　また、本発明によれば、外部から調色層への酸素および水蒸気の侵入を防ぐことができ
るため、カラーフィルタの劣化を防止することができる。
　さらに、本発明によれば、当該有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを用いて有機ＥＬ表
示装置とした際に、上記混色防止用無機透明基板が上記有機ＥＬ表示装置の発光層から発
光された光の混色を防止する機能を有するため、各色の混色が少なく、高輝度かつ高効率
の有機ＥＬ表示装置を提供することができる。
【００１５】
　本発明においては、上記調色層が着色層であることが好ましい。着色層に含まれる顔料
を調整することにより、有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの発色を良好なものに調整す
ることができるからである。
【００１６】
　上記発明においては、上記混色防止用無機透明基板の厚みが、５μｍ～２００μｍの範
囲内であることが好ましい。上記混色防止用無機透明基板の厚みが上記範囲内であること
により、有機ＥＬ表示装置の発光層から発光された光が混色防止用無機透明基板を入射し
た位置から、混色防止用無機透明基板から光が出射する位置までの透明基板表面の平面視
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上の距離が小さくなるので、光の混色を防止することができる。
【００１７】
　また、上記発明においては、上記混色防止用無機透明基板の屈折率と、上記接着剤層の
屈折率と、当該有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを用いて有機ＥＬ表示装置とした際に
、上記接着剤層側とは反対側の面で上記混色防止用無機透明基板と接する接触層の屈折率
との関係が、接着剤層の屈折率≧混色防止用無機透明基板の屈折率≧接触層の屈折率とな
るように、上記混色防止用無機透明基板と、上記接着剤層とが選択されていることが好ま
しい。これにより、有機ＥＬ表示装置からの光が、それぞれの界面で屈折することによっ
て、上記混色防止用無機透明基板に光が入射する入射角よりも上記混色防止用無機透明基
板から光が出射した出射角を小さくすることができる。これにより、発光層から発光され
た光の混色を防ぐことができる。
【００１８】
　上記発明においては、上記混色防止用無機透明基板の表面に、当該有機ＥＬ表示装置用
カラーフィルタを用いて有機ＥＬ表示装置とした際に、上記有機ＥＬ表示装置の発光層か
ら発光された光が、上記混色防止用無機透明基板を透過した際に、上記透明基板表面の垂
直方向に対する角度が小さくなるように、凹凸が形成されていることが好ましい。このよ
うな凹凸を有することにより、光の混色を防止することができるからである。
【００１９】
　また本発明においては、上記混色防止用無機透明基板が、上記混色防止用無機透明基板
上に乾燥剤を挿入するための凹部を有していてもよい。このような凹部を有することによ
り、本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタと有機ＥＬ素子側基板との間に乾燥剤を
挿入することができるため、より耐久性の高い有機ＥＬ表示装置を提供することが可能と
なる。
【００２０】
　本発明においては、上記混色防止用無機透明基板上に柱状スペーサが一体で形成されて
いてもよい。別途柱状スペーサを形成する必要がないため、コストを下げることが可能と
なる。
【００２１】
　また、本発明においては、上記混色防止用無機透明基板上に有機ＥＬ表示装置の発光層
から発光された光が上記混色防止用無機透明基板表面で反射するのを防止する反射防止層
を有していてもよい。
　反射防止層を有することで、より高い輝度で表示を行う有機ＥＬ表示装置を提供するこ
とが可能となる。
【００２２】
　本発明は、透明基板上に調色層を形成する調色層形成工程と、上記調色層上に接着剤層
を形成し、ガスバリア性を有する混色防止用無機透明基板を貼り合わせる混色防止用無機
透明基板接着工程と、上記混色防止用無機透明基板を薄膜化する混色防止用無機透明基板
薄膜化工程とを有する有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの製造方法を提供する。
【００２３】
　本発明によれば、上記混色防止用無機透明基板接着工程および混色防止用無機透明基板
薄膜化工程を有することにより、低コストで高品質な有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ
を製造することが可能となる。また、上記混色防止用無機透明基板の厚みを調整すること
で、有機ＥＬ表示装置からの発光層から発光された光の混色を防止する機能を混色防止用
無機透明基板に付与することができる。
【００２４】
　本発明は、透明基板と、上記透明基板上に形成された調色層と、上記調色層上に形成さ
れた接着剤層と、上記接着剤層上に配置されたガスバリア性を有する混色防止用無機透明
基板とを有する有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタと、上記有機ＥＬ素子用カラーフィル
タ基板の混色防止用無機透明基板上に形成された有機ＥＬ素子とを有することを特徴とす
る有機ＥＬ表示装置を提供する。
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【００２５】
　本発明によれば、上記有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタが上記混色防止用無機透明基
板を有することにより、有機ＥＬ表示装置の有機ＥＬ層が、カラーフィルタからの脱離ガ
スによって損傷されるのを防ぐことができる。また、有機ＥＬ表示装置の発光層から発光
された光が混色するのを防止することができる。よって、耐久性が高く、発色の良好な有
機ＥＬ表示装置を得ることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明においては、ガスバリア性を有する無機透明層をスパッタリング法、ＣＶＤ法、
ＡＬＥ法等によって成膜することがないため、コストを下げることができる。また、本発
明に用いられる混色防止用無機透明基板は、接着剤層によって、調色層と貼り合わされて
いるため、クラック等の欠陥が生じず、有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタからの脱離ガ
スに対するガスバリア性に優れたものとなる。また、上記混色防止用無機透明基板には、
有機ＥＬ表示装置とした際、有機ＥＬ表示装置の発光層からの光が混色するのを防止する
機能を有しているので、本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを用いることによっ
て、高品質な有機ＥＬ表示装置を提供できるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明は、有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ、有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの
製造方法、および有機ＥＬ表示装置を含むものである。以下、それぞれについて説明する
。
　Ａ．有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ
　まず、本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタについて説明する。
　本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタは、透明基板と、上記透明基板上に形成さ
れた調色層と、上記調色層上に形成された接着剤層と、上記接着剤層上に配置されたガス
バリア性を有する混色防止用無機透明基板とを有することを特徴とするものである。
【００２８】
　ここで、「混色防止用無機透明基板」とは、当該有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを
用いて有機ＥＬ表示装置とした際に、上記有機ＥＬ表示装置の発光層から発光された光の
混色を防止する機能を有するものである。
　また、「上記有機ＥＬ表示装置の発光層から発光された光の混色を防止する機能」（以
下、「混色防止機能」と表現する場合がある。）とは、有機ＥＬ表示装置の発光層から発
光された光が上記混色防止用無機透明基板を透過した際に、上記混色防止用無機透明基板
に光が入射した位置から、上記混色防止用無機透明基板から光が出射した位置までの透明
基板表面の平面視上の距離をより小さくする機能、または、上記混色防止用無機透明基板
に光が入射する入射角よりも上記混色防止用無機透明基板から光が出射した出射角を小さ
くする機能である。
【００２９】
　ここで、有機ＥＬ表示装置の発光層から発光された光が混色する理由について説明する
。
　図１２は、有機ＥＬ表示装置の一例を示す概略断面図である。図１２（ａ）に示すよう
に、有機ＥＬ表示装置３０は、透明基板１と、透明基板１上に形成された着色層（図１２
中では赤色着色層２Ｒ、緑色着色層２Ｇ、青色着色層２Ｂ）と、着色層間に形成された遮
光部５と、着色層上に形成された接着剤層３と、接着剤層３上に配置された無機透明基板
４’とを有する有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタと、無機透明基板４’上に形成された
透明電極層２４と、発光層を含む有機ＥＬ層２３と、背面電極層２２と、透明電極層間に
配置された絶縁層２６とを有するものである。ここで、図１２においては、説明のため、
有機表示装置の発光層、両電極層、および有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ以外の構成
については省略して記載している。また、図１２では、調色層を着色層としている。
　有機ＥＬ層２３の発光層から発光された光は、通常、あらゆる方向に対して進むもので
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ある。そのため、有機ＥＬ層２３の発光層から発光された光が、有機ＥＬ表示装置用カラ
ーフィルタの着色層を透過する場合も、あらゆる方向から光が透過することになる。例え
ば、赤色着色層２Ｒ上に形成された有機ＥＬ層２３から発光された光は、直進して有機Ｅ
Ｌ表示装置用カラーフィルタを透過するものもあれば、光Ｌ１のように透明基板１表面の
垂直方向に対して、ある角度をもって有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを透過するもの
もある。
　また、着色層２上に、例えば、着色層からの脱ガスを防止するために無機透明基板４’
が配置されている場合には、無機透明基板４’によって、屈折した光Ｌ１の透明基板表面
の垂直方向に対する角度はより大きくなって、無機透明基板４’、接着剤層３、赤色着色
層２Ｒ、および透明基板１を透過して進み、観察者の目に入る。このとき、光Ｌ１が隣接
する緑色着色層２Ｇの領域にまで及ぶと、観察者の目には、緑色着色層２Ｇから直進して
きた光Ｌ２と、隣接した赤色着色層から進んできた光Ｌ１とが混色して観察されてしまう
。このため、良好な表示ができなくなるという問題があった。
　また、図１２には、図示しないが、用いられる無機透明基板によっては、有機ＥＬ層の
発光層から発光された光が、無機透明基板に入射する入射角よりも、無機透明基板から接
着剤層へ出射する出射角が大きくなるために、隣接する着色層の領域にまで及んで光の混
色を引き起こす場合もあった。
【００３０】
　図１２（ｂ）は、図１２（ａ）のＡで囲われた部分の拡大図である。上記のような混色
を防止する機能を無機透明基板に付与するには、有機ＥＬ表示装置の発光層から発光され
た光Ｌ１が、上記無機透明基板４’を透過した際に、無機透明基板４’に光が入射した位
置から、無機透明基板４’から光が出射した位置までの、透明基板１表面の距離αが小さ
くなるようにすればよい。なお、本発明においては、この距離αを、「透明基板の平面視
上の距離」ということとする。
　距離αには、無機透明基板４’を透過する光Ｌ１の透明基板１表面の垂直方向に対する
角度γ、および、無機透明基板４’を透過する光が無機透明基板４’に光が入射した位置
から、無機透明基板４’から光が出射した位置までの透明基板１表面の垂直方向の距離β
が大きく影響している。角度γが大きい場合、距離αも大きくなるので、隣接する着色層
を透過する光同士の混色が起こりやすくなる。また距離βが大きい場合も距離αは大きく
なるので、透過する光は広がってしまうため、混色は起こりやすくなる。
　したがって、角度γ、または、距離βを調整すれば、距離αを小さくすることができ、
混色を防止することができる。
【００３１】
　次に、図１３を用いて、発光層からの光の無機透明基板への入射角と無機透明基板から
の出射角との関係を説明する。図１３は、有機ＥＬ表示装置の一例を示す概略断面図であ
る。説明のため、図１３は、接着剤層３、接着剤層３上に形成された無機透明基板４’、
および無機透明基板４’上に配置され、有機ＥＬ表示装置とした際に、無機透明基板４’
と接する接触層９以外の構成については省略している。また、接触層９は有機ＥＬ表示装
置の構成によって異なるものであり、例えば不活性ガス層、乾燥剤や透明電極層等の固体
層が挙げられる。
　図１３に示すように、本発明においては、発光層の光Ｌは、接触層９、無機透明基板４
’、および接着剤層３の順に進み、図示しないが、着色層、透明基板を経て観察者の目に
入る。このとき図１３（ａ）のように、発光層から発光された光Ｌが無機透明基板へ入射
する入射角δよりも、無機透明基板から出射した出射角θが大きい場合は、発光層から発
光された光Ｌが進む領域が広くなるため、他の色の着色層の領域まで及んで混色を引き起
こす可能性がある。
　一方、図１３（ｂ）から図１３（ｄ）に示すように、発光層から発光された光Ｌが無機
透明基板へ入射する入射角δよりも、無機透明基板から出射した出射角θが小さい場合は
、発光層から発光された光Ｌが進む領域が制限されるため、混色を防止することが可能と
なる。
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　したがって入射角δよりも出射角θが小さくなるように、各部材を選択することにより
、混色を防止することができる。
　なお、図１３中の角度γは、接触層９から無機透明基板４’へ入射した屈折角であり、
また、無機透明基板４’から接着剤層３へ入射する角度である。
【００３２】
　また、本発明において「調色層」とは、有機ＥＬ表示装置が発色の良好なカラー表示を
行うために、有機ＥＬ層の発光層からの光の色を調整する層である。具体的には、着色層
、色変換層、および着色層と色変換層とからなるものが挙げられる。
【００３３】
　次に、本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタについて、図面を参照しながら説明
する。
　図１は、本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの一例を示す概略断面図である。
ここで、図１においては調色層が着色層である場合について示している。
　図１に例示するように、本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ１０は、透明基板
１と、透明基板１上に形成された着色層２（図１では、赤色着色層２Ｒ，緑色着色層２Ｇ
、青色着色層２Ｂ）と、着色層２上に形成された接着剤層３と、接着剤層３上に配置され
たバリア性を有する混色防止用無機透明基板４とを有するものである。ここで、混色防止
用無機透明基板４は混色防止機能を有する。また、本発明においては、図１に示すように
、着色層２の間に画素を画定する遮光部５を形成してもよい。
【００３４】
　本発明によれば、ガスバリア性を有する上記混色防止用無機透明基板を上記接着剤層上
に配置することにより、調色層から発生する脱離ガスによって有機ＥＬ層が損傷するのを
防ぐことが可能となる。この混色防止用無機透明基板は、スパッタリング、ＣＶＤ等を用
いて調色層上に形成されるガスバリア性を有する無機透明膜に比べ、コストが低く、かつ
、ガスバリア性の高いものとすることが可能となる。
　また、ガスバリア性を有する上記混色防止用無機透明基板が、上記調色層上に形成され
ていることにより、外部から上記調色層への酸素および水蒸気の侵入を防止することがで
きるので、調色層中の染料と酸素とが反応することによるカラーフィルタの劣化を抑制す
ることができる。
　また、上記混色防止用無機透明基板は、当該有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを用い
て有機ＥＬ表示装置とした際に、有機ＥＬ装置の発光層から発光した光の混色を防止する
機能を有するものであるので、有機ＥＬ装置の発光層からの光が混色するのを防止するこ
とができる。したがって、当該有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを用いることにより、
発色が良好で、高輝度かつ高効率な有機ＥＬ表示装置を提供することが可能となる。
　以下、各構成について説明する。
【００３５】
　１．混色防止用無機透明基板
　本発明に用いられる混色防止用無機透明基板は、後述する接着剤層上に配置されるもの
であり、ガスバリア性を有し、かつ、当該有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを用いて有
機ＥＬ表示装置とした際に、有機ＥＬ装置の発光層から発光した光の混色を防止する機能
を有するものである。
【００３６】
　本発明に用いられる混色防止用無機透明基板は、従来のように、後述する調色層上にス
パッタ等を用いて形成されたものではなく、予め板状を有しているものが接着剤層上に配
置されたものである。
　また、本発明に用いられる混色防止用無機透明基板は、水蒸気、酸素、脱離ガスなどの
ガスに対してガスバリア性を有するものである。
　本発明の混色防止用無機透明基板のガスバリア性としては、酸素透過率（ＯＴＲ）が1
×１０－３ｃｃ／ｍ２／ｄａｙ／ａｔｍ以下であることが好ましく、より好ましくは１×
１０－４ｃｃ／ｍ２／ｄａｙ／ａｔｍ以下である。
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　また、水蒸気透過率（ＷＶＴＲ）が１×１０－５ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下であることが好
ましく、より好ましくは1×１０－６ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下である。
　なお、上記酸素透過率および水蒸気透過率の値は、酸素透過率はＭＯＣＯＮ社のＯＸ-
ＴＲＡＮ装置を用い、２３℃、９０％ＲＨの環境下、水蒸気透過率はＭＯＣＯＮ社のＰＥ
ＲＭＡＴＲＡＮ－Ｗ装置を用い、４０℃、９０％ＲＨの環境下で測定された値である。
【００３７】
　上記混色防止用無機透明基板に上記混色防止機能を付与する態様としては、上記混色防
止用無機透明基板の厚みを薄膜化する態様（以下、第１の態様とする。）、上記混色防止
用無機透明基板に用いる材料を選択することで屈折率を調整する態様（以下、第２の態様
とする。）、上記混色防止用無機透明基板の表面に凹凸を形成する態様（以下、第３の態
様とする。）が挙げられる。
　以下、それぞれについて説明する。
【００３８】
（１）第１の態様
　本態様に用いられる混色防止用無機透明基板は、ガスバリア性を有し、かつ、混色防止
用無機透明基板の厚みを薄膜化することにより混色防止機能を付与したものである。
【００３９】
　本態様においては、混色防止用無機透明基板を薄膜化することにより、混色防止用無機
透明基板を透過する光が混色防止用無機透明基板に光が入射した位置から、混色防止用無
機透明基板から光が出射した位置までの透明基板表面の垂直方向の距離が小さくなる。こ
れによって、混色防止用無機透明基板に光が入射した位置から、混色防止用無機透明基板
から光が出射した位置までの、透明基板表面の平面視上の距離も小さくなる。したがって
、有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを透過した発光層からの光が、隣接する着色層の領
域にまで及ぶのを抑制することができるので、各色の光の混色を防ぐことができる。
【００４０】
　本発明においては、上記混色防止用無機透明基板の厚みが、５μｍ～２００μｍの範囲
内が好ましく、なかでも１０μｍ～１００μｍの範囲内が好ましく、特に１０μｍ～６０
μｍの範囲内が望ましい。
　上記混色防止用無機透明基板の厚みが２００μｍよりも厚い場合は、有機ＥＬ表示装置
の発光層からの光が混色防止用無機透明基板を入射した位置から、混色防止用無機透明基
板から光が出射した位置までの、透明基板表面の平面視上の距離が大きくなり、光の混色
が起きやすくなるためである。また厚みは薄い方が望ましいが加工技術の点から５μｍ未
満の加工は難しい。薄くなるほど混色防止用無機透明基板に割れを生じたり、加工が進み
すぎて接着層が表面に出てしまう可能性があるからである。
【００４１】
　本態様に用いられる混色防止用無機透明基板としては、透明で、水蒸気、酸素、脱離ガ
スなどのガスに対してガスバリア性を有し、接着剤により調色層と貼り合わせることがで
き、薄膜化処理をすることができる無機材料で形成されたものであれば特に限定されるも
のではない。
　本態様に用いられる混色防止用無機透明基板としては、後述する透明基板や、有機ＥＬ
表示素子側基板の基板に用いられているものと同じ材質のガラス材を用いることが好まし
い。透明基板または有機ＥＬ表示素子側基板の基板と混色防止用無機透明基板との熱膨張
係数をそろえることで、混色防止用無機透明基板を貼り合わせた後、加工をする際に熱に
よる伸びが同じになり、各基板のタワミを極力抑えることができるからである。
【００４２】
　このような混色防止用無機透明基板としては、ディスプレイ用に用いられる無アルカリ
ガラスが望ましい。具体的には、ＯＡ１０（日本電気硝子社）、ＡＮ１００（旭硝子社）
、ＮＡ３５（ＮＨテクノガラス社）、ＥＡＧＬＥ（コーニング社）、および１７３７材（
コーニング社）などガラス製造各社のガラスを用いることが望ましい。
　その他ソーダライム材、低屈折ガラス、高屈折ガラスなど用いても良く、基本的にガス
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バリア性に優れるガラスであれば積層可能である。
【００４３】
　本態様に用いられる混色防止用無機透明基板の大きさ（面積）としては、用いられる有
機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの大きさ（面積）により適宜選択される。
【００４４】
　本態様に用いられる混色防止用無機透明基板の加工方法としては、後述する接着剤層上
に配置させることで、調色層と接着させたのち、薄膜化処理方法により混色防止用無機透
明基板を薄膜化させる方法が挙げられる。
　上記薄膜化処理方法としては、機械を用いた機械研磨法であってもよいし、エッチング
等の化学的薄膜化法であってもよい。
　機械研磨法による薄膜化処理は、混色防止用無機透明基板表面の平滑性を良好なものと
することができる。したがって、本態様の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタが、例えば
図１１のように、有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ１０の混色防止用無機透明基板４上
に、透明電極層２４が形成されているような有機ＥＬ表示装置に用いられる場合は、混色
防止用無機透明基板表面が平滑性に優れたものである方が好ましいため、薄膜化処理を機
械研磨法によって行うことが好ましい。
　また、本態様の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタが、例えば図８のように、有機ＥＬ
表示装置用カラーフィルタ１０の混色防止用無機透明基板４と、有機ＥＬ素子側基板２０
の有機ＥＬ素子２５が形成された面とを対向させて封止したような有機ＥＬ表示装置に用
いられる場合は、コストの面から薄膜化処理をエッチング方法によって行うことが好まし
い。
　なお、図８および図１１については、後述する「Ｃ．有機ＥＬ表示装置」の項で詳しく
説明するため、ここでの記載は省略する。
【００４５】
　このような機械研磨方法としては、一般的な精密機器に用いられる無機材料からなる透
明基板を研磨する方法と同様であるのでここでの説明は省略する。
　また、化学的薄膜化方法としては、ドライエッチングであってもよいし、ウェットエッ
チングであってもよい。通常ウェットエッチングが好適に用いられる。これは、ウェット
エッチングはコストや生産効率の点で有利であるからであり、かつ、化学反応で溶解が進
行するため、エッチング剤を選択することにより、エッチング速度を制御することが容易
であるからである。
【００４６】
　（２）第２の態様
　本態様に用いられる混色防止用無機透明基板は、ガスバリア性を有し、上記混色防止用
無機透明基板に用いる材料を選択することで屈折率を調整し、混色防止機能を付与したも
のである。
【００４７】
　本態様においては、混色防止用無機透明基板の材料を選択することによって、有機ＥＬ
表示装置から発光した光が上記混色防止用無機透明基板を透過した際に、上記混色防止用
無機透明基板に光が入射する入射角よりも、上記混色防止用無機透明基板から光が出射し
た出射角を小さくすることができるので、有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを透過した
光が混色するのを抑制することができる。
【００４８】
　本態様においては、図１３（ｂ）から図１３（ｄ）に示すように、混色防止用無機透明
基板４に光Ｌが入射する入射角δよりも混色防止用無機透明基板４から光Ｌが出射した出
射角θを小さくすることができれば特に限定されるものではないが、図１３（ｂ）に示す
ように、入射角δ＞屈折角γ（入射角γ）＞出射角θとなることがより好ましい。これに
よって、有機ＥＬ表示装置の発光層からの光が進む領域を、混色を防止することに対して
より有効に制限することができるからである。なお、図１３（ｃ）は、入射角δ＝屈折角
γ（入射角γ）＞出射角θとなる態様を、図１３（ｄ）は、入射角δ＞屈折角γ（入射角



(11) JP 2010-140722 A 2010.6.24

10

20

30

40

50

γ）＝出射角θとなる態様を示している。
【００４９】
　上記のような各角度の調整は、各部材に用いられる材料の屈折率を調整することによっ
て行われる。
　一般に、２つの媒体に光を通過させる際、屈折角を入射角よりも小さくするには、光が
屈折する側の媒体の屈折率を、光が入射する側の媒体の屈折率よりも大きくすればよい。
　したがって、本態様においては、接触層の屈折率よりも混色防止用無機透明基板の屈折
率のほうが大きくなるように材料を選択し、混色防止用無機透明基板の屈折率よりも接着
剤層の屈折率のほうが大きくなるように材料を選択することが好ましい。
【００５０】
　まず、混色防止用無機透明基板と接着剤層との関係について説明する。本態様において
は、接着剤層の屈折率が、混色防止用無機透明基板の屈折率と同等か大きいことが好まし
く、混色防止用無機透明基板の屈折率よりも大きいことがより好ましい。
　本発明に用いられる混色防止用無機透明基板と後述する接着剤層との屈折率の差（接着
剤層の屈折率－混色防止用無機透明基板の屈折率）としては、０．２以下であることが好
ましい。
　上記混色防止用無機透明基板と後述する接着剤層との屈折率の差が上記範囲に満たない
場合は、有機ＥＬ表示装置の発光層から発光された光が混色防止用無機透明基板を透過し
て、接着剤層へ入射するときの透明基板表面の垂直方向に対する角度が大きくなるため、
混色防止の機能が得られない可能性があるからである。また、上記範囲を超えるような屈
折率を有する材料は、通常、混色防止用無機透明基板の材料としては用いられないからで
ある。
　ここで、上記屈折率の差は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長領域の光を用いて測定する
ものとする。
【００５１】
　また、上記混色防止用無機透明基板は、本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを
用いて有機ＥＬ表示装置を形成した際に、上記接触層との屈折率の差も考慮する必要があ
る。
【００５２】
　次に、上記混色防止用無機透明基板の屈折率と上記接触層の屈折率との関係について説
明する。
　有機ＥＬ表示装置を形成した場合に、上記接着層としては、具体的には、乾燥剤および
透明電極層等の固体層と、不活性ガス層とが考えられる。
【００５３】
　上記接触層が、固体層である場合、混色防止用無機透明基板の屈折率が、固体層の屈折
率と同等か大きいことが好ましく、固体層の屈折率よりも大きいことがより好ましい。混
色防止用無機透明基板と固体層との屈折率の差（混色防止用無機透明基板の屈折率－固体
層の屈折率）は、０．５以下、なかでも０．１以下であることが好ましい。
　上記範囲を超えるような屈折率を有する材料は、通常、混色防止用無機透明基板の材料
には用いられないからである。
【００５４】
　上記接触層が固体層である場合、上記混色防止用無機透明基板の材料としては、具体的
には「（１）第１の態様」で説明したものと同様とすることができる。
【００５５】
　上記接触層が、不活性ガス層（Ｎ２ガスなど）である場合、不活性ガス層の屈折率は約
１．０程度であり、上記混色防止用無機透明基板の屈折率は通常、約１．５程度であるの
で、不活性ガス層の屈折率よりも大きなものとなる。この場合、上記混色防止用無機透明
基板と不活性ガス層との屈折率の差（混色防止用無機透明基板の屈折率－不活性ガス層の
屈折率）は、０．５程度になる。また、低屈折ガラスを混色防止用無機透明基板として用
いた場合では、その屈折率が１．４程度なのでその差は０．４程度になる。
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　上記不活性ガス層の屈折率および混色防止用無機透明基板の屈折率の関係のみを考慮し
た場合、上記混色防止用無機透明基板と不活性ガス層との屈折率の差はより大きい方が好
ましい。
　しかしながら、実際には、上記混色防止用無機透明基板と上記不活性ガス層との屈折率
の差が大きくなるように、混色防止用無機透明基板に屈折率の大きな材料を用いると、混
色防止用無機透明基板と接着剤層との屈折率の差を同等もしくは大きなものにするのが困
難になる。
　したがって、不活性ガス層の屈折率、混色防止用無機透明基板の屈折率、および接着剤
層の屈折率の関係を考慮した場合、混色防止用無機透明基板と不活性ガス層との屈折率の
差はなるべく小さなものとすることが好ましい。
　本態様においては、混色防止用無機透明基板と不活性ガス層との屈折率の差（混色防止
用無機透明基板の屈折率－不活性ガス層の屈折率）は、０．６以下、なかでも０．５以下
が望ましい。下限としては０．１程度である。
　上記範囲を超えるような屈折率を有する材料は、通常、混色防止用無機透明基板の材料
には用いられない。
【００５６】
　本態様に用いられる混色防止用無機透明基板の材料は、透明で、水蒸気、酸素、脱離ガ
スなどのガスに対してガスバリア性を発現し、接着剤により調色層と貼り合わせることが
でき、上述した各層における屈折率の差の関係をみたすものであれば特に限定されるもの
ではない。
　上記接触層が不活性ガス層である場合は、有機ＥＬ表示装置から発光された光は、不活
性ガス層、混色防止用無機透明基板、接着剤層の順に進む。不活性ガスの屈折率が１に近
いことから、混色防止用無機透明基板の屈折率＞不活性ガス層の屈折率の関係を満たす混
色防止用無機透明基板は、なるべく屈折率の小さいものが好ましい。上記混色防止用無機
透明基板に屈折率の大きな材料を用いた場合、隣接する接着剤層の屈折率をさらに大きな
ものにする必要があるので、通常使用できる接着剤を用いることができなくなるおそれが
あるからである。
このような混色防止用無機透明基板の材料としては、低屈折ガラス（屈折率が１．３～１
．５程度であるガラス）を挙げることができる。
【００５７】
　本態様に用いられる混色防止用無機透明基板の厚みとしては、接着剤層上に配置しても
破損せず、ガスバリア性を有することができる膜厚で、かつ、混色防止機能を妨げない程
度の膜厚であれば特に限定されるものではない。
　本態様に用いられる混色防止用無機透明基板は、「（１）第１の態様」で説明したよう
に、薄膜化することでさらに混色防止機能を高めることができる。したがって、「（１）
第１の態様」で説明した膜厚にすることが好ましい。
【００５８】
　本態様に用いられる混色防止用無機透明基板の大きさ（面積）、形状については「（１
）第１の態様」の項で説明したものと同様とすることができる。
【００５９】
　（３）第３の態様
　本態様に用いられる混色防止用無機透明基板は、上記混色防止用無機透明基板の表面に
当該有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを用いて有機ＥＬ表示装置とした際に、上記有機
ＥＬ表示装置の発光層から発光された光が、上記混色防止用無機透明基板を透過した際に
、上記透明基板表面の垂直方向に対する角度が小さくなるように、凹凸を形成することに
よって混色防止機能を付与したものである。
【００６０】
　本態様においては、混色防止用無機透明基板の表面に上記のような凹凸を形成すること
により、有機ＥＬ表示装置の発光層からの光が、上記透明基板表面の垂直方向に対してあ
る角度を有していても、混色防止用無機透明基板を透過させることによって、混色防止用
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無機透明基板に入射する前の角度よりも小さなものにすることができる。よって、発光層
からの光が進む領域を制限することができ、光の混色が起きるのを防ぐことができる。
【００６１】
　本態様に用いられる混色防止用無機透明基板は、例えば図２に示すように混色防止用無
機透明基板４の表面に凹凸８を形成したものである。図２について説明していない符号に
ついては、図１と同様であるので、ここでの説明は省略する。
　本態様においては、上記混色防止用無機透明基板の表面に当該有機ＥＬ表示装置用カラ
ーフィルタを用いて有機ＥＬ表示装置とした際に、上記有機ＥＬ表示装置の発光層から発
光された光が、上記混色防止用無機透明基板を透過した際に、上記透明基板表面の垂直方
向に対する角度が小さくなるように、凹凸を形成することで、有機ＥＬ装置の発光層から
発光される光を屈折させて、上記透明基板表面の垂直方向に対する角度が小さくなるよう
に変えることができる。したがって、本態様の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを用い
た有機ＥＬ表示装置は、各色の光の混色が抑制され、発色が良好で、高輝度かつ高効率な
ものとなる。
【００６２】
　上記凹凸は例えば、図２（ａ）に示すように、混色防止用無機透明基板の、有機ＥＬ表
示装置の有機ＥＬ素子側基板に対向させる側の表面に形成されていてもよいし、また例え
ば図２（ｂ）に示すように、混色防止用無機透明基板の接着剤層側の表面に形成されてい
てもよいし、また例えば図２（ｃ）に示すように、混色防止用無機透明基板の両側表面に
形成されていてもよい。なかでも、混色防止用無機透明基板の接着剤層側の表面、または
、混色防止用無機透明基板の両側表面に形成されていることが好ましい。
　上記凹凸が混色防止用無機透明基板の接着剤層側の表面に形成されている場合、有機Ｅ
Ｌ素子側基板に対向させる側の表面は平坦であるので、有機ＥＬ素子側基板と対向させや
すい。
　また、上記凹凸が混色防止用無機透明基板の両側表面に形成されている場合、混色防止
機能をより高く付与することができるからである。
【００６３】
　上記凹凸の形状としては、有機ＥＬ装置の発光層からの光が、上記混色防止用無機透明
基板を透過した際に、上記透明基板表面の垂直方向に対する角度が小さくすることができ
る形状であれば、特に限定されるものではないが、中でもレンズ形状が好ましい。
　また、ナノサイズ（４００ｎｍ以下）の凸凹形状、三角形状のストライプ、ピラミッド
形状等を用いることも可能である。
　また、このような凹凸の形成方法としては混色防止用無機透明基板の表面に所望する形
状の凹凸を形成することが可能な方法であれば、特に限定されず、ウェットエッチングで
もよいし、ドライエッチングでもよいが、通常ウェットエッチングが好適に用いられる。
これは、ウェットエッチングはコストや生産効率の点で有利であるからであり、かつ、化
学反応で溶解が進行するため、エッチング剤を選択することにより、エッチング速度を制
御することが容易であるからである。
【００６４】
　上記エッチングに用いられるエッチング剤としては、上記混色防止用無機透明基板の表
面を所望する形状にエッチングすることができるものであれば、特に限定されず、たとえ
ば、ウェットエッチングの場合は、フッ酸、フッ化ホウ素酸等が挙げられ、また、ドライ
エッチングの場合、フッ化ホウ素、四フッ化炭素等が挙げられる。
【００６５】
　本工程における上記ウェットエッチングおよびドライエッチングの方法としては、一般
的な無機材料の透明基板の加工の際に用いられる方法と同様なので、ここでの説明は省略
する。
【００６６】
　上記混色防止用無機透明基板に用いられる材料としては、透明で、水蒸気、酸素、脱離
ガスなどのガスに対してガスバリア性を発現し、混色防止用無機透明基板の表面に上述し
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たような凹凸を形成することができるものであれば、特に限定されない。
　詳しくは、「（１）第１の態様」の項で説明したものと同様とすることができるので、
ここでの記載は省略する。
【００６７】
　本態様に用いられる混色防止用無機透明基板の厚みとしては、混色防止用無機透明基板
の表面に上述したような凹凸を形成することができ、ガスバリア性を有することができる
膜厚で、かつ、混色防止機能を妨げない程度の膜厚であれば特に限定されるものではない
。このような混色防止用無機透明基板の厚みとしては、５μｍ～２００μｍの範囲内、な
かでも１０μｍ～１５０μｍの範囲内、特に、２０μｍ～１００μｍの範囲内であること
が好ましい。上記範囲に満たない場合、表面に上記のような凹凸を形成することは困難で
あり、上記範囲を超える場合、混色防止機能を妨げる可能性があるからである。
【００６８】
　本態様に用いられる混色防止用無機透明基板の大きさ（面積）、形状としては、上述し
た「（１）第１の態様」の項で説明したものと同様とすることができるので、ここでの記
載は省略する。
【００６９】
　（４）その他
　上記混色防止用無機透明基板に混色防止機能を付与する態様としては、上述した３つの
態様のうちいずれか１つを選択して用いてもよいし、３つの態様のうち２つを組み合わせ
て用いてもよいし、３つの態様をすべて用いてもよい。
【００７０】
　また、本発明に用いられる混色防止用無機透明基板は、例えば図３に示すように、混色
防止用無機透明基板４上に乾燥剤を挿入するための凹部６を有していてもよいし、また、
例えば図４に示すように、混色防止用無機透明基板４上に柱状スペーサ７を一体で形成し
てもよい。
　上記混色防止用無機透明基板の加工と一括して、上記凹部や上記柱状スペーサの形成を
行うことができるので工程数を減らすことができ、コストを削減することができるからで
ある。
　ここで、図３および図４において説明していない符号は、図１で説明したものと同様と
することができるので、ここでの記載は省略する。
【００７１】
　上記凹部の形成方法としては、上記混色防止用無機透明基板が所望する凹部を有するこ
とができるように形成することができれば特に限定されない。また、上記柱状スペーサの
形成方法としては、上記混色防止用無機透明基板に所望する柱状スペーサを一体で形成す
ることができるのであれば特に限定されない。
　いずれの場合も、通常、エッチングにより形成される。エッチングの方法としては、ド
ライエッチングであってもよいし、ウェットエッチングであってもよい。通常ウェットエ
ッチングが好適に用いられる。
【００７２】
　さらに本発明においては、上記混色防止用無機透明基板上に有機ＥＬ表示装置の発光層
から発光された光が上記混色防止用無機透明基板表面で反射するのを防止する反射防止層
を有していてもよい。
　このような反射防止膜としては、ＳｉＯ２やＭｇＦ２、Ａｌ2Ｏ3、ＴｉＯ３等の低屈折
の薄膜が挙げられる。
【００７３】
　２．調色層
　次に、本発明に用いられる調色層について説明する。本発明に用いられる調色層は透明
基板上に形成されるものである。
【００７４】
　上述したように、本発明において「調色層」とは、有機ＥＬ表示装置が発色の良好なカ
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ラー表示を行うために、有機ＥＬ表示装置の発光層からの光の色を調整する層である。
　このような調色層としては、有機ＥＬ表示装置の発光層からの光の色を所望する色に調
整することができるのであれば特に限定されるものではない。
　このような、調色層の態様としては、調色層が着色層である態様（第４の態様）、調色
層が着色層と、上記着色層上に形成された色変換層とからなる態様（第５の態様）、調色
層が色変換層である態様（第６の態様）が挙げられる。以下、それぞれの態様について説
明する。
【００７５】
　（１）第４の態様
　本態様において、調色層とは、着色層を指すものである。
　このような着色層は、通常、赤色、緑色、青色の３色からなる。
【００７６】
　各色の着色層は、画素に対応して規則的に配列される。着色層の配列としては、各色の
着色層が巨視的に見て平均的に配列されていれば特に限定されるものではなく、例えばス
トライプ配列、モザイク配列、デルタ配列等が挙げられる。
【００７７】
　上記着色層は、各色の顔料や染料等の着色剤をバインダ樹脂中に分散または溶解させた
ものである。
　赤色着色層に用いられる着色剤としては、例えばペリレン系顔料、レーキ顔料、アゾ系
顔料、キナクリドン系顔料、アントラキノン系顔料、アントラセン系顔料、イソインドリ
ン系顔料等が挙げられる。これらの顔料は単独で用いてもよく２種以上を混合して用いて
もよい。
　緑色着色層に用いられる着色剤としては、例えばハロゲン多置換フタロシアニン系顔料
もしくはハロゲン多置換銅フタロシアニン系顔料等のフタロシアニン系顔料、トリフェニ
ルメタン系塩基性染料、イソインドリン系顔料、イソインドリノン系顔料等が挙げられる
。これらの顔料もしくは染料は単独で用いてもよく２種以上を混合して用いてもよい。
　青色着色層に用いられる着色剤としては、例えば銅フタロシアニン系顔料、アントラキ
ノン系顔料、インダンスレン系顔料、インドフェノール系顔料、シアニン系顔料、ジオキ
サジン系顔料等が挙げられる。これらの顔料は単独で用いてもよく２種以上を混合して用
いてもよい。
【００７８】
　また、着色層に用いられるバインダ樹脂としては、透明な樹脂が挙げられる。
　着色層の形成方法として印刷法を用いる場合、バインダ樹脂としては、例えばポリメチ
ルメタクリレート樹脂、ポリアクリレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルアル
コール樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ヒドロキシエチルセルロース樹脂、カルボキシ
メチルセルロース樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、アルキッ
ド樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、マレイン酸樹脂、ポリア
ミド樹脂等が挙げられる。
　また、着色層の形成方法としてフォトリソグラフィー法を用いる場合、バインダ樹脂と
しては、通常、アクリレート系、メタクリレート系、ポリ桂皮酸ビニル系、もしくは環化
ゴム系等の反応性ビニル基を有する電離放射線硬化性樹脂が使用される。通常は、電子線
硬化性樹脂または紫外線硬化性樹脂が用いられる。
　紫外線硬化性樹脂を使用する場合には、バインダ樹脂に光重合開始剤が単独または複数
組み合わせて使用される。また、紫外線硬化性樹脂を用いる場合には、必要に応じて増感
剤、塗布性改良剤、現像改良剤、架橋剤、重合禁止剤、可塑剤、難燃剤等を用いてもよい
。
【００７９】
　また、着色層の形成方法としては、例えば着色剤をバインダ樹脂に混合、分散または可
溶化させて着色層形成用塗工液を調製し、この着色層形成用塗工液を用いてフォトリソグ
ラフィー法によってパターニングする方法、あるいは、着色層形成用塗工液を用いてイン



(16) JP 2010-140722 A 2010.6.24

10

20

30

40

50

クジェット法によりパターニングする方法が用いられる。
【００８０】
　本発明に用いられる着色層の膜厚としては、一般的なカラーフィルタに用いられる着色
層の膜厚と同様とすることができる。
【００８１】
　（３）第５の態様
　本態様において調色層とは、着色層と、上記着色層上に形成された色変換層とからなる
ものを指す。
【００８２】
　図５は、本態様の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの一例を示す概略断面図である。
図５に示すように、有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ１０は、透明基板１と、透明基板
１上に形成された着色層２（図５中では、赤色着色層２Ｒ、緑色着色層２Ｇ、青色着色層
２Ｂ）と、各色の着色層２上に形成された色変換層２’（図５中では、赤色色変換層２’
Ｒ，緑色色変換層２’Ｇ、および青色色変換層２’Ｂ）と、色変換層２’上に形成された
接着剤層３と、接着剤層３上に形成されたガスバリア性および混色防止機能を有する混色
防止用無機透明基板４とを有するものである。また、本態様においては、着色層２の間に
遮光部５を形成してもよい。
【００８３】
　本態様によれば、調色層が、着色層と、着色層上に形成された色変換層とからなるもの
であることから、有機ＥＬ表示装置の発光層からの光の色相補正が可能となり、３原色の
バランスの優れた有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタとすることができる。
【００８４】
　（ｉ）着色層
　本態様に用いられる着色層については、上述した「（１）第４の態様」の項で記載した
ものと同様であるため、ここでの記載は省略する。
【００８５】
　（ｉｉ）色変換層
　本態様に用いられる色変換層は、着色層に対応して設けられるものであり、通常は赤色
色変換層、緑色色変換層および青色色変換層の３種類の色変換層を有するものである。本
態様においては、３種類の色変換層が全て着色層上に形成されていてもよく、３種類の色
変換層のうち１種類または２種類の色変換層が着色層上に形成されていてもよい。
【００８６】
　また、本態様に用いられる色変換層の構成は、本発明の有機ＥＬ素子用カラーフィルタ
を適用する有機ＥＬ表示装置の発光層の構成により異なるものとなる。
【００８７】
　本発明の有機ＥＬ素子用カラーフィルタ基板を例えば青色発光する青色発光層を有する
有機ＥＬ表示装置に用いる場合、色変換層への入射光は一般に青色光の成分を含むもので
あるか、あるいは青色光および緑色光の成分を含むものである場合が多い。
【００８８】
　色変換層への入射光が青色光の成分を含むものである場合は、色変換層は、入射光を赤
色光に変換する赤色色変換層と入射光を緑色光に変換する緑色色変換層とを少なくとも有
すればよい。
【００８９】
　またこの場合、色変換層への入射光が青色光の成分を含むので、青色色変換層は原則的
には色変換を行う必要がないことから、青色色変換層は形成されていなくてもよい。した
がって、青色着色層上には何も形成されていなくてもよいが、有機ＥＬ素子用カラーフィ
ルタ基板表面を平坦化するために、赤色色変換層および緑色色変換層と同様の厚みを有す
る透過層を有していてもよい。
　この透過層は、入射光を透過するものであり、青色着色層上に形成されている場合は青
色光を透過するものであれば特に限定されるものではなく、例えば色変換蛍光体を含まず
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、後述する樹脂からなるものとすることができる。
【００９０】
　一方、色変換層への入射光が青色光および緑色光の成分を含むものである場合は、色変
換層は、入射光を赤色光に変換する赤色色変換層を少なくとも有すればよい。この場合、
赤色色変換層が赤色着色層上に部分的に形成される。
【００９１】
　またこの場合、色変換層への入射光が青色光および緑色光の成分を含むので、青色色変
換層および緑色色変換層は原則的には色変換を行う必要がないことから、青色色変換層お
よび緑色色変換層は形成されていなくてもよい。したがって、青色着色層および緑色着色
層上には何も形成されていなくてもよいが、有機ＥＬ素子用カラーフィルタ基板表面を平
坦化するために、赤色色変換層と同程度の厚みをもつ透過層が形成されていてもよい。
　この透過層は、入射光を透過するものであり、青色着色層上に形成されている場合は青
色光を透過するものであり、緑色着色層上に形成されている場合は緑色光を透過するもの
であれば特に限定されるものではなく、例えば色変換蛍光体を含まず、後述する樹脂から
なるものとすることができる。
【００９２】
　さらに、本発明の有機ＥＬ素子用カラーフィルタ基板を例えば白色発光する白色発光層
を有する有機ＥＬ表示装置に用いる場合、色変換層への入射光は一般に赤色光および青色
光の成分を含むものである場合が多い。したがって、色変換層は、入射光を緑色光に変換
する緑色色変換層を少なくとも有すればよい。
【００９３】
　またこの場合、色変換層への入射光が赤色光および青色光の成分を含むので、赤色色変
換層および青色色変換層は原則的には色変換を行う必要がないことから、赤色色変換層お
よび青色色変換層は形成されていなくてもよい。この場合、赤色着色層および青色着色層
上には何も形成されていなくてもよいが、緑色色変換層と同程度の厚みをもつ透過層がそ
れぞれ形成されていてもよい。
【００９４】
　上述した説明においては、本発明の有機ＥＬ素子用カラーフィルタ基板を適用する有機
ＥＬ表示装置における発光層の発光光源の種類に応じた色変換層の構成について述べたが
、本発明に用いられる色変換層の構成については、発光層の発光光源の種類に応じて特に
限定されるものではなく、色変換層が所望の色相補正を行うことができればよい。
【００９５】
　上記色変換層に用いられる材料は、入射光を吸収して各色の蛍光を発する色変換蛍光体
が樹脂中に分散または溶解されたものであり、３色とも通常の有機ＥＬ表示装置用カラー
フィルタに使用される色変換層の材料と同様であるので、ここでの説明は省略する。
【００９６】
　上記色変換層においては、色変換層が形成されていない場合に透過層が形成されていて
もよい。
　透過層が形成されている場合、この透過層は、赤色着色層上に形成されている場合は赤
色光を透過するものであり、緑色着色層上に形成されている場合は緑色光を透過するもの
であり、青色着色層上に形成されている場合は青色光を透過するものであれば特に限定さ
れるものではなく、例えば色変換蛍光体を含まず、通常用いられる樹脂からなるものとす
ることができる。
【００９７】
　上記色変換層の厚みとしては、０．５μｍ～３０μｍ程度であることが好ましく、より
好ましくは５μｍ～２０μｍ、さらに好ましくは８μｍ～１５μｍの範囲内である。色変
換層の厚みが厚すぎると色変換層の構成による段差（凹凸）が大きくなり、その表面を平
坦化するのが困難となるからである。逆に、色変換層の厚みが薄すぎると、色変換効率が
低下する可能性があるからである。また、上記と同様に、色変換層の厚みを薄膜化ために
色変換層中の有機蛍光体の含有量を増やすと濃度消光が生じるおそれがある。
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【００９８】
　色変換層の形成方法としては、例えば上記各色変換蛍光体および樹脂を必要に応じて溶
剤、希釈剤もしくは適宜な添加剤と共に混合して、各色変換層形成用塗工液を調製し、こ
の各色変換層形成用塗工液を用いてフォトリソグラフィー法によってパターニングする方
法、あるいは、上記の各色変換層形成用塗工液を用いて印刷法によりパターニングする方
法が用いられる。
　なお、着色層と色変換層とは、図５に示したものと逆の順に積層されていてもよい。
【００９９】
　（３）第６の態様
　本態様において調色層とは、色変換層を指す。
【０１００】
　図６は、本態様の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの一例を示す概略断面図である。
本態様の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ１０は、透明基板１と、上記透明基板上記形
成された色変換層２’（図５中では、赤色色変換層２’Ｒ，緑色色変換層２’Ｇ、および
青色色変換層２’Ｂ）と、色変換層２’上に形成された接着剤層３と、接着剤層３上に形
成されたガスバリア性および混色防止を有する混色防止用無機透明基板４とを有するもの
である。本態様においては、色変換層２’の間に遮光部５を有していてもよい。
【０１０１】
　本態様に用いられる色変換層は、発光層の発光光源の種類に応じて特に限定されるもの
ではなく、色変換層が所望の色相補正を行うことができれば特に限定されるものではない
が、上記色変換層が青系の光を赤色に変化させる赤色色変換層、および青系の光を緑色に
変換させる緑色色変換層を有する色変換層であることが好ましい。色変換層への入射光は
一般に青色光の成分を含むものであるか、あるいは青色光および緑色光の成分を含むもの
である場合が多いからである。発光層からの光が青色光であるため、青色色変換層を形成
する必要はないが、色変換層を平坦化させるために、赤色色変換層および緑色色変換層と
同等の厚みを有する透過層を形成してもよい。
【０１０２】
　赤色色変換層、緑色色変換層、および透過層については、上述した「（５）第５の態様
」の項で説明したものと同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
【０１０３】
　（４）その他
　本発明においては、調色層が着色層であることが好ましい。着色層に含まれる顔料を調
整することにより、有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの発色を良好なものに調整するこ
とができるからである。
【０１０４】
　３．接着剤層
　本発明に用いられる接着剤層は、上述した調色層上に形成され、上述した混色防止用無
機透明基板を接着するために形成されるものである。
【０１０５】
　上記接着剤層に用いられる接着剤としては、透明で接着力を有し、かつ、硬化性を有す
るものであれば特に限定されるものではない。このような接着剤としては、熱硬化性を有
する接着剤、もしくは光硬化性を有する接着剤が挙げられ、通常無溶剤タイプのものが用
いられる。またフィルム状の接着シートなどを用いても良い。
　具体的には、合成ゴム系、アクリル系、エポキシ系、ポリイミド系などの接着剤、接着
シートが挙げられる。
【０１０６】
　本発明に用いられる接着剤としては、上述した混色防止用無機透明基板の屈折率よりも
、接着剤層の屈折率がより大きくなる接着剤がより好ましい。有機ＥＬ表示装置の発光層
から発光された光が混色防止用無機透明基板を透過して、接着剤層へ入射するときの透明
基板表面の垂直方向に対する角度がより小さくなるため、混色防止機能をより高くするこ
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とができるからである。
　また、本発明に用いられる接着剤としては、上記接着剤層の屈折率よりも、後述する透
明基板の屈折率がより大きくなる接着剤がさらに好ましい。有機ＥＬ表示装置の発光層か
ら発光された光が接着剤層を透過して、透明基板へ入射するときの透明基板表面の垂直方
向に対する角度がより小さくなるため、混色防止機能をより高くすることができるからで
ある。
【０１０７】
　上記接着剤層の膜厚としては、上記接着剤層が接着剤からなる場合は、１μｍ～５０μ
ｍの範囲内、なかでも２μｍ～３０μｍの範囲内、特に３μｍ～１０μｍの範囲内である
ことが好ましい。
　また、上記接着剤層がフィルム状の接着シートからなる場合は、フィルム状の接着シー
トの膜厚としては、１０μｍ～２００μｍの範囲内、なかでも１５μｍ～１５０μｍの範
囲内、特に３０μｍ～１００μｍの範囲内であることが好ましい。接着剤の場合は層の厚
みが上記範囲で接着することができる。接着シートは上記の範囲内で接着加工することが
できる。上記範囲は極力薄い方が良いが、技術的にはこの範囲であれば接着性、透明性に
優れる接着を行うことができる。よって望ましいのは接着剤を用いる方法である。
【０１０８】
　４．透明基板
　本願に用いられる透明基板の材料としては、透明性を有し、カラーフィルタに用いるこ
とができるものであれば特に限定されるものではなく、透明無機基板であってもよいし、
透明な樹脂基板であってもよい。
　このような材料としては、例えば、石英ガラス、パイレックス（登録商標）ガラス、合
成石英板等の可撓性のない透明な無機基板、および、透明樹脂フィルム、光学用樹脂板等
の可撓性を有する透明な樹脂基板等を挙げることができる。なかでも本発明において透明
な無機基板を用いることが好ましく、特に、ガラス基板を用いることが好ましい。さらに
は、上記ガラス基板のなかでも無アルカリタイプのガラス基板を用いることが好ましい。
上記無アルカリタイプのガラス基板は寸度安定性および高温加熱処理における作業性に優
れるからである。
【０１０９】
　５．その他の部材
　本発明においては、上述した混色防止用無機透明基板、調色層、接着剤層、透明基板以
外にも必要な部材を適宜加えることができる。このような部材としては、例えば画素を区
画する遮光部が挙げられる。遮光部については、一般的なカラーフィルタに用いられるも
のと同様とすることができるので、ここでの記載は省略する。
【０１１０】
　６．用途
　本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタは、有機ＥＬ表示装置を形成する際に用い
られる。
【０１１１】
　Ｂ．有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの製造方法
　次に本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの製造方法について説明する。
　本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの製造方法は、透明基板上に調色層を形成
する調色層形成工程と、上記調色層上に接着剤層を形成し、混色防止用無機透明基板を貼
り合わせる混色防止用無機透明基板接着工程と、上記混色防止用無機透明基板を薄膜化す
る混色防止用無機透明基板薄膜化工程とを有する製造方法である。
【０１１２】
　本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの製造方法を図を用いて説明する。
　図７は、本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの製造方法の一例を示す工程図で
ある。ここで、図７においては、調色層は着色層であるとする。本発明の有機ＥＬ表示装
置用カラーフィルタの製造方法は、例えば遮光部５を有する透明基板１上に複数の着色層
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２（図中では、赤色着色層２Ｒ、緑色着色層２Ｇ、青色着色層２Ｂ）を形成する（図７（
ａ））調色層形成工程と、着色層２上に接着剤層３を形成して（図７（ｂ））、混色防止
用無機透明基板４を貼り合わせる（図７（ｃ））混色防止用無機透明基板接着工程と、混
色防止用無機透明基板４を薄膜化する（図７（ｄ））混色防止用無機透明基板薄膜化工程
を有する製造方法である。
【０１１３】
　本発明によれば、上記混色防止用無機透明基板を接着剤層により調色層と貼り合わせて
薄膜化させて有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタにガスバリア性を付与しているため、従
来行われていた無機透明材料を直接調色層上にスパッタすることによってガスバリア性を
有する層を形成する方法に比べ、コストを低くすることができる。
　また、本発明においては、従来のガスバリア性を有する層に比べて、ピンホール欠陥や
、クラック等の欠陥が生じないため、ガスバリア性に優れたものとすることができる。
　さらに、本発明によれば、混色防止用無機透明基板を所望する厚みまで薄膜化すること
によって、本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの製造方法によって製造された有
機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを用いて有機ＥＬ表示装置とした際に、有機ＥＬ表示装
置の発光層からの光の混色を防止する機能を混色防止用無機透明基板に付与することがで
きる。
　以下、各工程について説明する。
【０１１４】
　１．調色層形成工程
　本工程は、透明基板上に調色層を形成する工程である。
　本工程に用いられる透明基板、調色層の材料、形成方法等は「Ａ．有機ＥＬ表示装置用
カラーフィルタ」の項で説明したものと同様とすることができるのでここでの記載は省略
する。
【０１１５】
　２．混色防止用無機透明基板接着工程
　本工程は、上記調色層上に接着剤層を形成し、混色防止用無機透明基板を貼り合わせる
工程である。
【０１１６】
　本工程に用いられる混色防止用無機透明基板の材料、および接着剤としては「Ａ．有機
ＥＬ表示装置用カラーフィルタ」の項で記載したものと同様とすることができるので、こ
こでの記載は省略する。
【０１１７】
　本工程においては、接着剤を調色層上に塗布し、混色防止用無機透明基板を貼り合わせ
てから光、もしくは熱により接着剤を硬化させるものである。
　本工程において、接着剤を調色層上に塗布する方法としては、接着剤を均一に塗布する
ことができるのであれば特に限定されるものではない。
　また、接着剤層と混色防止用無機透明基板を貼り合わせる方法としては、気泡等が入る
ことなく、接着剤層と混色防止用無機透明基板とを貼り合わせることができるのであれば
特に限定されるものではないが、なかでも真空下で貼り合わせることが好ましい。混色防
止用無機透明基板と接着剤層とを貼り合わせる際に、接着剤層と混色防止用無機透明基板
との間に空気が入ることによって気泡が発生するのを防ぐことができるからである。
【０１１８】
　本工程に用いられる薄膜化処理前の混色防止用無機透明基板の厚みとしては、０．１ｍ
ｍ～０．７ｍｍの範囲内、なかでも０．４ｍｍ～０．７ｍｍの範囲内であることが好まし
い。
　上記範囲に満たない場合、ガラスの搬送時、着色層との接着時に割れを生じる可能性が
あり、扱いが困難になるからである。また、コストも高くなる。上記範囲を超える場合は
、後述する混色防止用無機透明基板薄膜化工程において、薄膜化処理を行うのに時間がか
かり、コストが高くなるからである。
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　上記範囲内では、後の工程を考えると薄膜化処理前の混色防止用無機透明基板の厚みは
薄い方が良い。研磨量を少なくすることで、コストが抑えられるからである。
　また、サイズの大きな有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ（３７０×４７０ｍｍや５５
０×６５０ｍｍなど）に用いられる場合、混色防止用無機透明基板としては、０．４ｍｍ
程度の厚みがコスト的に安く手に入りやすいため、好ましい。
【０１１９】
　３．混色防止用無機透明基板薄膜化工程
　本工程は、上記混色防止用無機透明基板を薄膜化する工程である。
【０１２０】
　本工程に用いられる薄膜化処理方法としては、混色防止用無機透明基板を所望する厚み
まで均一に薄膜化することができる方法であれば特に限定されず、機械を用いた機械研磨
方法や、エッチング等による化学的薄膜化法が挙げられる。
　本工程においては、製造される有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタが、例えば図１１に
示すように、混色防止用無機透明基板４上に透明電極層２４が形成されているような有機
ＥＬ表示装置に用いられる場合は、機械研磨方法を用いることが好ましい。機械研磨方法
により薄膜化処理を行った場合、混色防止用無機透明基板表面が平滑性に優れたものにな
るからである。
　また、製造される有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタが、例えば図８に示すように、有
機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ１０の混色防止用無機透明基板４と、有機ＥＬ素子側基
板２０の有機ＥＬ素子２５が形成された面とを対向させて封止したような有機ＥＬ表示装
置に用いられる場合は、エッチングによる方法が好ましい。エッチングの方が薄膜化処理
を容易に行うことができ、コストを低げることができるからである。
　詳しい薄膜化処理方法については、「Ａ．有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ」の項で
説明したので、ここでの記載は省略する。
　また、図８および図１１については、後述する「Ｃ．有機ＥＬ表示装置」の項で詳しく
説明するので、ここでの記載は省略する。
【０１２１】
　また、本工程においては、図３に示すように、混色防止用無機透明基板に乾燥剤を挿入
するための凹部６を形成する凹部形成工程や、図４に示すように、混色防止用無機透明基
板上に柱状スペーサ７を一体で形成する柱状スペーサ形成工程を同時に行ってもよい。
　上記の場合も、エッチング等による化学的薄膜化法を用いることが好ましい。
【０１２２】
　本工程後の混色防止用無機透明基板の厚みとしては、「Ａ．有機ＥＬ表示装置用カラー
フィルタ」の混色防止用無機透明基板の項で記載したものと同様とすることができるので
ここでの記載は省略する。
【０１２３】
　４．その他の工程
　本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの製造方法は、上述した調色層形成工程、
混色防止用無機透明基板接着工程、および混色防止用無機透明基板薄膜化工程を少なくと
も有する製造方法であれば特に限定されるものではなく、必要な工程を適宜加えることが
できる。
　例えば透明基板上に遮光部を形成する遮光部形成工程、混色防止用無機透明基板の接着
剤層側表面に有機ＥＬ表示装置とした際上記有機ＥＬ表示装置の発光層から発光された光
が、上記混色防止用無機透明基板を透過した際に、上記透明基板表面の垂直方向に対する
角度が小さくなるようにするための凹凸を形成する混色防止用無機透明基板凹凸形成工程
、混色防止用無機透明基板に凹部を形成する凹部形成工程、および柱状スペーサを混色防
止用無機透明基板と一体で形成する柱状スペーサ形成工程等が挙げられる。
【０１２４】
　Ｃ．有機ＥＬ表示装置
　次に、本発明の有機ＥＬ表示装置について説明する。
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　本発明の有機ＥＬ表示装置は、透明基板と、上記透明基板上に形成された調色層と、上
記調色層上に形成された接着剤層と、上記接着剤層上に配置されたガスバリア性を有する
混色防止用無機透明基板とを有する有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタと、上記有機ＥＬ
素子用カラーフィルタ基板の混色防止用無機透明基板上に形成された有機ＥＬ素子とを有
することを特徴とするものである。
　本発明においては、有機ＥＬ表示装置の構成の違いにより２つの態様が存在する。以下
、第１実施態様および第２実施態様として、それぞれ説明する。
【０１２５】
　Ｉ.第１実施態様
　本実施態様の有機ＥＬ表示装置は、透明基板と、上記透明基板上に形成された調色層と
、上記調色層上に形成された接着剤層と、上記接着剤層上に配置されたガスバリア性を有
する混色防止用無機透明基板とを有する有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタと、基板上に
形成された有機ＥＬ素子を有する有機ＥＬ素子側基板と、上記有機ＥＬ表示装置用カラー
フィルタおよび有機ＥＬ素子側基板の周縁部に形成され、上記有機ＥＬ素子を封止するシ
ール剤と、を有し、上記有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの混色防止用無機透明基板上
に有機ＥＬ素子が形成されている側が対向するように配置されたものである。
【０１２６】
　図８は、本実施態様の有機ＥＬ表示装置の一例を示す概略断面図である。図８では、調
色層は、着色層であるとする。
　図８に示すように、本実施態様の有機ＥＬ表示装置３０は、基板２１および上記基板２
１上に形成され有機ＥＬ素子２５を有する有機ＥＬ素子側基板２０と、透明基板１、上記
透明基板１上に形成された遮光部５、遮光部５の開口部に形成された複数色の着色層２（
図中では赤色着色層２Ｒ、緑色着色層２Ｇ、青色着色層２Ｂ）、着色層２上に形成された
接着剤層３、および接着剤層３上に配置されガスバリア性を有する混色防止用無機透明基
板４を有し、上記有機ＥＬ素子側基板２０の有機ＥＬ素子２５が形成された面と、混色防
止用無機透明基板４が形成された面とが対向するように配置された有機ＥＬ表示装置用カ
ラーフィルタ１０と、上記有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ１０および有機ＥＬ素子側
基板２０の周縁部に形成され、上記有機ＥＬ素子２５を封止するシール剤２７とを有する
ものである。
　なお、図８においては、上記有機ＥＬ素子が、背面電極層２２、有機ＥＬ層２３、およ
び透明電極層２４を含むものであり、上記有機ＥＬ素子側基板２０が、上記背面電極層２
２の開口部に形成された絶縁層２６を有するものである。
【０１２７】
　本実施態様によれば、上記混色防止用無機透明基板を有することによって、有機ＥＬ層
を調色層から発生する脱離ガスから保護することができるので、耐久性の高い有機ＥＬ表
示装置とすることができる。また、上記混色防止用無機透明基板は、有機ＥＬ層からの光
の混色防止機能を有するため、各色の混色を防止し、高効率で高品位な有機ＥＬ表示装置
とすることができる。
　以下、各構成について説明する。
【０１２８】
　１．有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ
　本実施態様に用いられる有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタについては、「Ａ．有機Ｅ
Ｌ表示装置用カラーフィルタ」の項で説明したものと同様とすることができるので、ここ
での説明は省略する。
【０１２９】
　２．有機ＥＬ素子側基板
　本実施態様に用いられる有機ＥＬ素子側基板は、基板と、有機ＥＬ素子とを少なくとも
有するものであり、通常、絶縁層を有するものである。
【０１３０】
　（１）基板
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　本実施態様に用いられる基板としては、後述する有機ＥＬ素子等を支持することができ
るものであれば良く、有機ＥＬ表示装置に一般的に用いられるものを使用することができ
る。
　なお、本実施態様においては、上記有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ側から光が取り
出されるものであるため、上記基板としては、透明であっても、不透明であっても良い。
【０１３１】
　（２）有機ＥＬ素子
　本実施態様における有機ＥＬ素子は、背面電極層および透明電極層と、上記両電極層に
より挟まれ、発光層を少なくとも含む有機ＥＬ層とを含むものである。
【０１３２】
　（ｉ）有機ＥＬ層
　本実施態様に用いられる有機ＥＬ層は、少なくとも発光層を含む１層もしくは複数層の
有機層から構成されるものであり、通常、正孔注入層や電子注入層といった電荷注入層や
、発光層に正孔を輸送する正孔輸送層、発光層に電子を輸送する電子輸送層といった電荷
輸送層を有するものとすることができる。
【０１３３】
　（ｉｉ）透明電極層および背面電極層
　本実施態様における透明電極層は、透明電極層と背面電極層との間に挟まれた有機ＥＬ
層に電圧をかけ、発光層で発光を起こさせるために設けられるものである。また、発光層
で発生した光を、上記有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ側に透過させるものである。し
たがって、上記有機ＥＬ層と、上記有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタとの間に配置され
るものである。
　また、本実施態様における背面電極層は、上記有機ＥＬ層と、上記基板との間に配置さ
れたものである。背面電極層は、有機ＥＬ層を発光させるための他方の電極をなすもので
あり、上記透明電極層と反対の電荷が印加される電極である。
【０１３４】
　このような透明電極層および背面電極層としては、発光層に所望の発光をさせることが
できるものであれば良く、有機ＥＬ表示装置に一般的に用いられるものを使用することが
できる。
【０１３５】
　３．絶縁層
　本実施態様における絶縁層は、透明電極層と背面電極層とが直接接触することを防ぐた
めに形成されるものである。
【０１３６】
　このような絶縁層としては、有機ＥＬ表示装置に一般的に用いられるものを使用するこ
とができるため、ここでの説明は省略する。
【０１３７】
　４．シール剤
　本実施態様に用いられるシール剤は、上記カラーフィルタおよび有機ＥＬ素子側基板の
周縁部に形成され、上記有機ＥＬ素子を封止するものである。
【０１３８】
　このようなシール剤の構成材料としては、上記有機ＥＬ素子を、大気中の水分等と接触
することを抑制することができるものであれば良く、有機ＥＬ表示装置に一般的に用いら
れるものを使用することができる。
【０１３９】
　５．有機ＥＬ表示装置
　本実施態様に用いられる有機ＥＬ表示装置は、上記有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ
、有機ＥＬ素子側基板、およびシール剤を少なくとも有するものであるが、必要に応じて
その他の構成を有するものであっても良い。
　また、図９に示すように、有機ＥＬ表示素子側基板２０と、有機ＥＬ表示装置用カラー
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フィルタ１０との間に乾燥剤４１を挿入してもよい。ここで、用いられる乾燥剤としては
、大気中の水分等が侵入しても乾燥させることができるものであればよく、有機ＥＬ表示
装置に一般的に用いられるものを使用することができる。
　また、図１０に示すように、有機ＥＬ表示素子側基板２０と、有機ＥＬ表示装置用カラ
ーフィルタ１０との間に柱状スペーサ７を有していてもよい。
　ここで、説明していない図９および図１０の符号については図８と同様であるのでここ
での説明は省略する。
【０１４０】
　本実施態様の有機ＥＬ表示装置の駆動方法としては、アクティブマトリックス方式、お
よびパッシブマトリックス方式のどちらの方式でも駆動させることができる。
【０１４１】
　II.第２実施態様
　本実施態様の有機ＥＬ表示装置は、透明基板と、上記透明基板上に形成された調色層と
、上記調色層上に形成された接着剤層と、上記接着剤層上に配置されたガスバリア性を有
する混色防止用無機透明基板とを有する有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタと、上記有機
ＥＬ素子用カラーフィルタ基板の混色防止用無機透明基板上に形成された透明電極層と、
上記透明電極層上に形成された有機ＥＬ層と、上記有機ＥＬ層上に形成された対向電極層
とを有する有機ＥＬ表示装置ものである。
【０１４２】
　図１１は、本実施態様の有機ＥＬ表示装置の一例を示す概略断面図である。ここで、図
１１においては、調色層は着色層であるとする。
　図１１に示すように、本実施態様の有機ＥＬ表示装置３０は、透明基板１、透明基板１
上に形成された遮光部５、遮光部５の開口部に形成された複数の着色層２（図中では赤色
着色層２Ｒ、緑色着色層２Ｇ、青色着色層２Ｂ）、着色層２上に形成された接着剤層３、
および接着剤層３上に配置されガスバリア性を有する混色防止用無機透明基板４を有する
有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ１０と、有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ１０の混
色防止用無機透明基板４上に透明電極層２４、有機ＥＬ層２３、および対向電極層２８が
形成されており、混色防止用無機透明基板４上の透明電極層２４の間に絶縁層２６が形成
され、その上に隔壁部１５が形成されているものである。
【０１４３】
　本実施態様によれば、上記混色防止用無機透明基板を有することによって、有機ＥＬ層
を調色層から発生する脱離ガスから保護することができるので、耐久性の高い有機ＥＬ表
示装置とすることができる。また、上記混色防止用無機透明基板は、有機ＥＬ層からの光
の混色防止機能を有するため、各色の混色を防止し、高効率で高品位な有機ＥＬ表示装置
とすることができる。
　以下、各構成について説明する。
【０１４４】
１．有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ
　本実施態様に用いられる有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタについては、「Ａ．有機Ｅ
Ｌ表示装置用カラーフィルタ」の項で説明したものと同様とすることができるので、ここ
での説明は省略する。
【０１４５】
　２．有機ＥＬ層
　本実施態様に用いられる有機ＥＬ層については、上述した「I.第１実施態様」の項で説
明したものと同様であるため、ここでの説明は省略する。
【０１４６】
　３．透明電極層および対向電極層
　本実施態様における透明電極層は、透明電極層と対向電極層との間に挟まれた有機ＥＬ
層に電圧をかけ、発光層で発光を起こさせるために設けられるものである。また、発光層
で発生した光を、上記有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ側に透過させるものである。し
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たがって、上記有機ＥＬ層と、上記有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタとの間に配置され
るものである。
　また、本発明における対向電極層は、上記有機ＥＬ層上に配置されたものである。背面
電極層は、有機ＥＬ層を発光させるための他方の電極をなすものであり、上記透明電極層
と反対の電荷が印加される電極である。
【０１４７】
　このような透明電極層および対向電極層としては、発光層に所望の発光をさせることが
できるものであれば良く、有機ＥＬ表示装置に一般的に用いられるものを使用することが
できる。
【０１４８】
　４．有機ＥＬ表示装置
　本実施態様の有機ＥＬ表示装置は、上述した有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタと、透
明電極層、有機ＥＬ層、および対向電極層を有しているのであれば特に限定されるもので
はなく、必要な部材を適宜加えることができる。このような部材としては、絶縁層、およ
び隔壁部がある。以下、それぞれについて説明する。
【０１４９】
　（１）絶縁層
　本実施態様に用いられる絶縁層は、ストライプ状に形成された透明電極層の間に配置さ
れるものである。
　上記絶縁層については、上述した「I.第１実施態様」の項で説明したものと同様である
ため、ここでの説明は省略する。
【０１５０】
　（２）隔壁部
　本実施態様に用いられる隔壁部は、絶縁層上に形成され、発光層等を形成する際のマス
クの役割を果たすものである。この隔壁部の形成材料としては、例えば感光性ポリイミド
樹脂、アクリル系樹脂等の光硬化型樹脂、または熱硬化型樹脂、あるいは無機透明材料な
どを用いることができる。この場合、隔壁部の表面エネルギー（濡れ性）を変化させる処
理を行ってもよい。
【０１５１】
　５．その他
　本実施態様の有機ＥＬ表示装置の駆動方法としては、パッシブマトリクス方式により駆
動させることができる。
【０１５２】
　III.用途
　本発明の有機ＥＬ表示装置は、携帯情報端末等に用いることができる。
【０１５３】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０１５４】
　[実施例]
　カラーフィルタを形成するガラスとしてＯＡ１０（日本電気硝子社製３７０×４７０ｍ
ｍ０．７ｔ）を用いた。カラーフィルタを形成した後、接着層を５μｍの厚みで塗布した
後、真空貼り合せ機で無機透明ガラスＯＡ１０（日本電気硝子社製１００×１００ｍｍ０
．７ｔ）を貼り合せて接着させた。その後、後工程としてカラーフィルタ上に接着させた
ガラス全体をエッチングにより５０μｍまで薄く加工し、目的の混色防止用無機透明基板
を有するカラーフィルタを得た。その基板上に、有機ＥＬ素子を形成し、封止まで行い発
光パネルを得た（このパネルをサンプルＡとする）。
【０１５５】
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　[比較例]
　実施例と同じ材料を用いてカラーフィルタを同条件で作製した後、オーバーコートを積
層し、バリア膜としてＳｉＯＮ膜を２０００Å成膜させ、バリア膜つきのカラーフィルタ
を得た。その後、有機ＥＬ素子を形成し封止を行い発光パネルを作製した（上記をサンプ
ルＢとする）。
【０１５６】
　[評価]
　発光パネルのダークスポットについて発生率を調査比較した。
　サンプルＡ：作製直後、２００時間経過後共にダークスポット発生無し。
　サンプルＢ：作製直後２０μｍ以上のダークスポットが１５個、２００時間経過後ダー
クスポットは拡大し、尚且つ、発生数も３０個に増加した。
【０１５７】
　以上からバリアとしては完全な膜をガラス接着後、エッチングすることで達成すること
ができた。
　また光漏れなどの評価として外観評価も行った。サンプルＡは発光時の光漏れによる混
色など観察されなかった。
【図面の簡単な説明】
【０１５８】
【図１】本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの一例を示す概略断面図である。
【図２】本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの他の一例を示す概略断面図である
。
【図３】本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの他の一例を示す概略断面図である
。
【図４】本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの他の一例を示す概略断面図である
。
【図５】本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの他の一例を示す概略断面図である
。
【図６】本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの他の一例を示す概略断面図である
。
【図７】本発明の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの製造方法の一例を示す工程図であ
る。
【図８】本発明に用いられる有機ＥＬ表示装置の一例を示す概略断面図である。
【図９】本発明に用いられる有機ＥＬ表示装置の他の一例を示す概略断面図である。
【図１０】本発明に用いられる有機ＥＬ表示装置の他の一例を示す概略断面図である。
【図１１】本発明に用いられる有機ＥＬ表示装置の他の一例を示す概略断面図である。
【図１２】有機ＥＬ表示装置の他の一例を示す概略断面図である。
【図１３】有機ＥＬ表示装置の他の一例を示す概略断面図である。
【符号の説明】
【０１５９】
　１　…　透明基板
　２　…　着色層
　２’　…　色変換層
　３　…　接着剤層
　４　…　混色防止用無機透明基板
　４’　…　無機透明基板
　５　…　遮光部
　６　…　凹部
　７　…　柱状スペーサ
　８　…　凹凸
　１０　…　有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ
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　２０　…　有機ＥＬ素子側基板
　２１　…　基板
　２２　…　背面電極層
　２３　…　有機ＥＬ層
　２４　…　透明電極層
　２５　…　有機ＥＬ素子
　２６　…　絶縁層
　２７　…　シール材
　２８　…　対向基板

【図１】 【図２】
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